
別記第１号様式（第２条関係）         （表）                    

屋外広告物許可申請書 

                                                              年   月   日   

  熊本県知事         様         

郵便番号(   －    ) 

                                                       住   所   

                                             申請者   

氏  名                印   

                                                             (法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 

                                                    電話番号(     －     －      )  

 

次のとおり屋外広告物を表示(屋外広告物を掲出する物件を設置)したいので、熊本県屋外広告物条例 
第5条(第 6条第4項)の規定により、関係書類を添えて申請します。 
種類 (1)  (2) (3) (4) (5) 

形状 

寸法 

等 

縦         ｍ 

横           ｍ 

個数等       個 (面 )・枚 

地上高            m 

縦          ｍ 

横           ｍ 

個数等       個(面)・枚 

地上高            m 

縦         ｍ 

横           ｍ 

個数等       個 (面)・枚 
地上高            m 

縦         ｍ 

横           ｍ 

個数等       個(面 )・枚 
地上高            m 

縦          ｍ 

横          ｍ 

個数等       個(面)・枚 

地上高           m 

面積              ㎡                ㎡                ㎡                ㎡            ㎡ 

照明 有  ・  無 有  ・ 無 有  ・ 無 有  ・ 無 有  ・無 

 

申 

請 

物 

件 

の 

内 

容 
材料      

手数料 ※         円 ※         円 ※       円 ※         円 ※         円 

表示(設置)場所   ※計       円 

表示(設置)期間     年   月   日から        年   月   日まで 

工 事 施 工 者 の 

住 所 及 び 氏 名 

 屋外広告業 

の 登 録 

           年    月     日 
熊本県屋外広告業登録第              号 

建築基準法によ 

る 工 作 物 確 認 
要・不要 有・申請中 

道路法による 

占 用 許 可 
要  ・ 不 要 

その他の法令に 

よる許可､届出等 
要・不要

 法令名 
有・申請中

 工事完成の 

予定年月日 
    年    月    日 

許 可 年 月 日 ＊    年   月   日 許可の証票 ＊  第                      号 
受   付   印 許 可 済 印 許可の条件 

＊ 

 

 

 

 

 

＊ 

 

 

 

 

 

＊ 

 

 

 

 

 

１ 申請者は、＊欄には記入しないでください。   
２ はり紙以外の広告物等を表示し、又は設置する場合は、屋外広告物管理者等設置・変更届を併せて提出してください。 
３ 「有・無」、「要・不要」、「有・申請中」については、いずれか該当する方を○で囲んでください。  
４ 氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。 



（裏） 

 
熊本県収入証紙 
 
 
 
 
 
 

広告物等の形状、色彩（着色）、構造、寸法及び設置状況図 （色彩については、色調を  
できるだけ詳しく記入し(例 淡いグリーン、濃い茶色等)、マンセル値も記入してください。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

掲出場所を記した掲出場所の付近見取図 
（建植広告物の場合は、道路及び鉄道までの距離を記入してください。） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


